
平成２９年度 

第３回鹿島市地域公共交通会議・鹿島市地域公共交通活性化協議会 

合 同 会 議 

 

日 時：平成３０年２月２１日（水）１３時３０分～ 

場 所：鹿島市役所３階 庁議室 

 

１．開 会 

 

２．会長のあいさつ 

 

３．報 告 

（１）平成２９年度地域公共交通確保維持改善事業に関する事業評価について 

（２）乗車回数券の売上げ・利用状況について 

（３）市内循環バス・のりあいタクシー利用状況（Ｈ29.10～Ｈ30.1）について 

（４）平成３０年４月からの利用促進事業について 

○高齢者・運転免許返納者・障がい者割引の実施について 

 

４．協 議 

（１）平成３０年４月からの利用促進追加事業について 

   ①市内循環バスとＪＲ等との乗継割引の社会実験について 

   ②市内公共交通利用促進週間（無料乗車期間）の実施について 

（２）鹿島市待合室等改修整備事業費補助金について 

 

５．その他 

  鹿島市内地域公共交通総合時刻表の発行について 

  次年度委員推薦依頼及び新団体（民生委員）加入について 

  次回開催予定について 

 

６．閉会 



№ 所　　属　　等 役　　職　　等 氏　　　名 備　考

1 鹿島市長又はその指名する職員 鹿島市長 樋 口 久 俊 会長

2 一般乗合旅客自動車運送事業者の代表者 祐徳バス㈱代表取締役社長 松 尾 文 敏

3 一般貸切（乗用）旅客自動車運送事業者の代表者 ㈲再耕庵タクシー総務課長 山 本 浩 二

4 社団法人佐賀県バス・タクシー協会の代表者 専務理事 江 上 康 男

5 鹿島市区長会の代表者
市区長会副会長
（鹿島地区会長）

力 田 賢 次 副会長

6 鹿島市老人クラブ連合会の代表者 会長 髙 松 昭 三

7 鹿島市PTA連合会の代表者 鹿島市PTA連合会理事 竹 谷 達 成

8 市内小中学校代表者 古枝小校長 森 山 宗 治

9 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者の代表者 祐徳バス㈱運転者 山 上 利 宏

首席運輸企画専門官
（企画調整担当）

江 頭 賢 一 協議会委員

首席運輸企画専門官
（企画輸送・監査担当）

大 坪 久 晃 交通会議委員

運輸企画専門官
（輸送・監査担当）

永 松 大 佐 アドバイザー

11 佐賀県の担当職員
佐賀県地域交流部
さが創生推進課副課長

藤 﨑 広 子

12 佐賀県杵藤土木事務所の職員 管理課長 山 口 善 寛

13 鹿島警察署の職員 交通課長 村 田 義 弘

14 鹿島商工会議所 専務理事 中 川 宏 監事

15 鹿島市都市建設課 都市建設課長 岩 下 善 孝 監事

16 ＪＲ九州株式会社 佐賀鉄道部 企画課長 安 田 絢 哉

事務局

所　　属　　等 役　　職　　等 氏　　　名 備　考

鹿島市総務部 部長 有 森 弘 茂

鹿島市総務部 理事 納 塚 眞 琴

鹿島市企画財政課 課長 土 井 正 昭

鹿島市企画財政課 参事 川 原 逸 生

鹿島市企画財政課 課長補佐 峰 松 健 二

鹿島市企画財政課企画係 企画係長 田 中 美 穂

鹿島市企画財政課企画係 職員 宮 﨑 剛 史

鹿島市企画財政課企画係 職員 柴 田 智 典

　　　鹿島市地域公共交通会議委員
　　　鹿島市地域公共交通活性化協議会委員　　　　　　（平成２９年度）（任期：H28～H29）

10 九州運輸局佐賀運輸支局の職員



 

 

平成２９年度 

第３回鹿島市地域公共交通会議・鹿島市地域公共交通活性化協議会 

資  料 

 

 

 

Ｐ１   平成２９年度地域公共交通確保維持改善事業に関する事業

評価について 

Ｐ６   乗車回数券の売上げ・利用状況について 

Ｐ８   市内循環バス・のりあいタクシー利用状況（Ｈ29.10～Ｈ30.1）について 

Ｐ９   高齢者・運転免許返納者・障がい者割引の実施について 

Ｐ１０  市内循環バスとＪＲ等との乗継割引の社会実験について 

Ｐ１１  市内公共交通利用促進週間（無料乗車期間）の実施について 

Ｐ１２  鹿島市待合室等改修整備事業費補助金について 

Ｐ２６  鹿島市公共交通会議設置要綱 

Ｐ２９  鹿島市地域公共交通活性化協議会規約 

 

 

別添資料：鹿島市内地域公共交通総合時刻表 

      

 

 

平成３０年２月２１日 



別
添
１

平
成
３
０
年
　
１
月
１
７
日

協
議
会
名
：
鹿
島
市
地
域
公
共
交
通
活
性
化
協
議
会

評
価
対
象
事
業
名
：
地
域
公
共
交
通
確
保
維
持
事
業
（
地
域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
）

①
補
助
対
象
事
業
者
等

②
事
業
概
要

③
前
回
（
又
は
類
似
事
業
）
の

事
業
評
価
結
果
の
反
映
状
況

⑥
事
業
の
今
後
の
改
善
点

（
特
記
事
項
を
含
む
）

地
域
公
共
交
通
確
保
維
持
改
善
事
業
・
事
業
評
価
（
生
活
交
通
確
保
維
持
改
善
計
画
に
基
づ
く
事
業
）

計
画
通
り
事
業
は
適
切
に
実
施

さ
れ
た
。

④
事
業
実
施
の
適
切
性

Ｂ

⑤
目
標
・
効
果
達
成
状
況

現
在
の
路
線
・
時
刻
か
ら
利
用
が

見
込
め
る
路
線
・
時
刻
に
再
編
を
行

い
、
新
た
な
利
用
者
の
発
掘
を
行
う

と
と
も
に
、
乗
り
継
ぎ
な
ど
の
改
善

を
行
う
こ
と
で
、
運
行
地
域
以
外
の

方
も
利
用
出
来
る
よ
う
に
改
善
を
行

う
こ
と
で
、
引
き
続
き
2
.0
人
/
便
を
目

標
と
す
る
。

（
有
）
再
耕
庵
タ
ク
シ
ー
：
高
津

原
の
り
あ
い
タ
ク
シ
ー

高
津
原
の
り
あ
い
タ
ク
シ
ー
の
運
行

計
画
通
り
事
業
は
適
切
に
実
施

さ
れ
た
。

Ａ
Ｂ

現
在
の
路
線
か
ら
利
用
が
見
込
め

る
近
隣
地
域
も
通
過
す
る
よ
う
に
路

線
を
再
編
し
、
新
た
な
利
用
者
の
発

掘
す
る
と
と
も
に
、
利
便
性
向
上
の

た
め
時
刻
な
ど
の
見
直
し
や
現
在

一
部
で
実
施
し
て
い
る
フ
リ
ー
降
車

に
つ
い
て
全
線
で
可
能
と
す
る
な
ど

の
改
善
を
行
う
こ
と
で
、
引
き
続
き

1
.0
人
/
便
を
目
標
と
す
る
。

祐
徳
バ
ス
（
株
）
：
市
内
循
環
バ

ス
循
環
バ
ス
の
運
行

Ａ

目
標
2
.0
人
/
便
に
対
し
、
1
.8
9

人
/
便
で
目
標
達
成
は
で
き
な

か
っ
た
。
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ

る
こ
と
と
し
て
、
高
校
生
な
ど
の

新
規
の
利
用
者
獲
得
へ
の
取

組
み
が
不
十
分
で
あ
っ
た
と
分

析
し
て
い
る
が
、
地
域
公
共
交

通
と
し
て
の
役
割
は
十
分
に
果

た
し
て
い
る
と
考
え
る
。

市
報
な
ど
に
よ
る
周
知
活
動
の
強

化
に
努
め
、
利
用
者
の
声
・
要
望
等

を
把
握
す
る
為
、
利
用
者
ア
ン
ケ
ー

ト
を
実
施
し
た
。

市
報
な
ど
に
よ
る
周
知
活
動
の
強

化
に
努
め
、
利
用
者
の
声
・
要
望
等

を
把
握
す
る
為
、
利
用
者
ア
ン
ケ
ー

ト
を
実
施
し
た
。

目
標
1
人
/
便
に
対
し
、
0
.8
4
人
/

便
で
目
標
達
成
は
で
き
な
か
っ

た
。
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
こ

と
と
し
て
、
運
行
地
域
以
外
の

利
用
者
獲
得
と
利
便
性
向
上

の
取
組
み
が
不
十
分
で
あ
っ
た

と
分
析
し
て
い
る
が
、
、
地
域
公

共
交
通
と
し
て
の
役
割
は
十
分

に
果
た
し
て
い
る
と
考
え
る
。
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地
域
の
交
通
の
目
指
す
姿

（事
業
実
施
の
目
的
・必
要
性
）

交
通
空
白
地
域
を
解
消
し
、
交
通
弱
者
の
生
活
の
足
と
し
て
定
着
を
図
り
、
住
民
（
特
に
交
通
弱
者
）
に
と
っ
て
安
心
で
便
利
な
交
通
網
の

確
立
を
図
る

別
添
１
－
２

事
業
実
施
と
生
活
交
通
確
保
維
持
改
善
計
画
と
の
関
連
に
つ
い
て

平
成
３
０
年
　
１
月
１
７
日

協
議
会
名
：

鹿
島
市
地
域
公
共
交
通
活
性
化
協
議
会

評
価
対
象
事
業
名
：

地
域
公
共
交
通
確
保
維
持
事
業
（地
域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
）
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鹿
島
市
地
域
公
共
交
通
活
性
化
協
議
会

概
要

事
業
名
：平
成
２
９
年
度
地
域
内
フ
ィ
ー
ダ
ー
系
統
確
保
維
持
費
国
庫
補
助
金

人
口
：
2
9
,8

2
3
人

（
平
成

2
9
年

1
1
月
末
現
在
）

面
積
：
1
1
2
.1

2
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

過
疎
地
域
等
指
定
：
な
し

高
齢
化
率
：
3
0
.6

1
7
％

補
助
対
象
の
系
統
数
：
2
系
統
（
確
保
維
持
事
業
の
み
）

自
治
体
負
担
額
：
Ｈ

2
4

1
,0

0
0
千
円
、
Ｈ

2
5

3
,4

0
0
千
円
、
Ｈ

2
6

3
,4

0
0
千
円
、

H
2
7

3
,4

0
0
千
円
、

H
2
8
 4

,7
0
0
千
円
、

H
2
9
 3

,4
0
0
千
円
（
確
保
維
持
事
業
の
み
）

協
議
会
開
催
数
：
平
成

2
9
年
度

協
議
会

4
回

計
画
、
目
標
（
Ｐ
ｌａ
ｎ
）

生
活
交
通
確
保
維
持
改
善
計
画
等
の
取
組
み
（
Ｄ
ｏ
）

実
施
状
況
、
目
標
の
達
成
（
Ｃ
ｈ
ｅ
ｃ
ｋ
）

今
後
の
課
題
、
対
応
（
Ａ
ｃ
ｔｉ
ｏ
ｎ
）

今
後
の
課
題

・
市
内
循
環
バ
ス
・
高
津
原
の
り
あ
い
タ
ク
シ
ー
に
つ
い
て
検
証
を
行
い
整
理
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ダ
イ
ヤ
や
運
行

ル
ー
ト
な
ど
を
見
直
し
、
他
の
公
共
交
通
機
関
と
の
ス
ム
ー
ズ
な
接
続
や
住
民
ニ
ー
ズ
に
適
し
た
運
行
体
系
を

検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

市
内
循
環
バ
ス
と
高
津
原
の
り
あ
い
タ
ク
シ
ー
に
つ
い
て
、
協
議
会
で
確
保
維
持
改
善
事
業
を
活
用
し
た
継
続

運
行
を
検
討
協
議
し
、
生
活
交
通
確
保
維
持
改
善
計
画
を
策
定
し
た
。

継
続
運
行
や
増
便
の
要
望
も
あ
り
、
徐
々
に
で
は
あ
る
が
定
着
が
図
ら
れ
て
い
る
現
状
が
あ
っ
た
。
継
続
運
行

を
す
る
こ
と
で
、
交
通
空
白
地
域
の
解
消
が
図
ら
れ
、
市
内
主
要
拠
点
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
確
保
さ
れ
、
新
た
な

交
通
網
の
確
立
が
図
ら
れ
る
。

鹿
島
市
生
活
交
通
確
保
維
持
計
画

計
画
：
高
齢
者
の
移
動
手
段
の
確
保
と
路
線
バ
ス
が
走
っ
て
い
な
い
交
通
空
白
地
域
の
解
消
を
目
指
し
、

H
2
2

年
1
0
月
よ
り
運
行
し
て
い
た
市
内
公
共
施
設
、
商
業
施
設
及
び
主
な
病
院
を
結
ぶ
市
内
循
環
バ
ス
と
高
津
原

の
り
あ
い
タ
ク
シ
ー
の
継
続
運
行

目
標
：
市
内
循
環
バ
ス
平
均
乗
車
数

2
.0

0
人

/
1
便
、
高
津
原
の
り
あ
い
タ
ク
シ
ー
平
均
乗
車
数

1
.0

0
人

/
1
便

※
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
を
記
入
す
る
際
、
枠
が
足
り
な
い
場
合
は
、
次
頁
に
作
成
す
る
こ
と
も
可
能
と
し
ま
す
。

目
標
：
市
内
循
環
バ
ス

2
.0

0
人

/
1
便

実
績
：
市
内
循
環
バ
ス

1
.8

9
人

/
1
便

高
津
原
の
り
あ
い
タ
ク
シ
ー

1
.0

0
人

/
1
便

高
津
原
の
り
あ
い
タ
ク
シ
ー

0
.8

4
人

/
1
便

市
内
循
環
バ
ス
・
高
津
原
の
り
あ
い
タ
ク
シ
ー
に
つ
い
て
は
、
住
民
へ
の
周
知
や
利
用
促
進
を
目
的
と
し
て
市

報
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
で
の
デ
ー
タ
放
送
や
、
老
人
会
で
の
説
明
会
を
開
催
し
、
周
知
に
努
め

た
が
、
結
果
的
に
利
用
者
が
伸
び
ず
、
目
標
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

基
礎
デ
ー
タ

市
内
循
環
バ
ス

【
運
行
主
体
】
鹿
島
市
地
域
公
共
交
通

活
性
化
協
議
会

【
運
行
事
業
者
】
祐
徳
バ
ス
㈱

【
運
賃
】
大
人

2
0
0
円
、
高
校
生
以
下

1
0
0
円

高
津
原
の
り
あ
い
タ
ク
シ
ー

【
運
行
主
体
】
鹿
島
市
地
域
公
共
交
通

活
性
化
協
議
会

【
運
行
事
業
者
】
(有

)再
耕
庵
タ
ク
シ
ー

【
運
賃
】
大
人

3
0
0
円
、
高
校
生
以
下

1
0
0
円

停
留
所

利
便
性
向
上
の
た
め
ベ

ン
チ
を
設
置
（
1
6
箇
所
）

市
内
循
環
バ
ス
・高
津
原
の
り
あ
い
タ
ク
シ
ー
路
線
図
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平
均
乗
車
数
の
推
移
（
同
月
対
比
）
／
市
内
循
環
バ
ス

現
在

年
度

区
分

1
0
月

1
1
月

1
2
月

1
月

2
月

3
月

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

合
計

乗
車
数

2
1

8
1

6
8

1
4

9
1

2
8

1
4

8
1

4
4

1
0

7
1

0
5

9
5

1
0

2
1

1
7

1
2

3
1

,6
0

4

1
便
平
均
乗
車
数

1
.4

5
1

.1
7

0
.9

9
0

.9
3

1
.0

7
0

.9
2

0
.7

1
0

.7
6

0
.6

1
0

.6
8

0
.7

3
0

.8
5

0
.9

1

乗
車
数

1
6

9
1

5
7

1
4

0
1

3
7

1
2

9
1

1
9

1
5

7
1

9
9

2
0

8
1

9
3

2
1

2
1

9
2

2
,0

1
2

1
便
平
均
乗
車
数

1
.1

3
1

.0
9

0
.9

3
0

.9
9

0
.9

0
0

.7
6

1
.0

9
1

.3
8

1
.3

3
1

.2
9

1
.3

2
1

.3
9

1
.1

3

乗
車
数

3
0

2
2

2
6

2
1

5
1

9
4

1
7

3
1

9
6

2
0

6
2

0
5

2
2

5
2

9
2

2
2

0
2

3
5

2
,6

8
9

1
便
平
均
乗
車
数

1
.9

4
1

.5
7

1
.4

9
1

.4
1

1
.2

5
1

.3
1

1
.3

7
1

.4
2

1
.5

0
1

.8
7

1
.3

6
1

.7
0

1
.5

2

乗
車
数

2
8

3
3

0
9

2
9

3
2

3
0

2
2

4
2

3
0

2
5

9
2

0
2

2
7

5
2

5
5

2
3

5
2

3
8

3
,0

3
3

1
便
平
均
乗
車
数

1
.8

1
2

.1
5

2
.0

3
1

.6
7

1
.6

2
1

.5
3

1
.7

3
1

.4
0

1
.8

3
1

.6
3

1
.5

1
1

.6
5

1
.7

1

乗
車
数

3
6

5
2

4
1

2
6

1
2

2
9

2
4

4
2

1
2

2
5

6
2

3
4

3
0

7
3

0
0

2
8

0
3

1
8

3
,2

4
7

1
便
平
均
乗
車
数

2
.3

4
1

.6
7

1
.7

4
1

.6
6

1
.7

7
1

.4
1

1
.7

1
1

.7
0

1
.9

7
1

.9
2

1
.7

9
2

.3
0

1
.8

3

乗
車
数

3
2

6
2

9
5

2
3

0
1

6
5

2
4

6
2

9
2

2
3

5
2

4
6

2
5

3
3

0
0

2
9

1
2

6
8

3
,1

4
7

1
便
平
均
乗
車
数

2
.0

9
2

.1
4

1
.5

3
1

.2
0

1
.7

1
1

.8
7

1
.5

7
1

.7
8

1
.6

2
2

.0
0

1
.8

7
1

.8
6

1
.7

7

乗
車
数

3
5

1
2

2
7

2
4

0
2

3
7

2
2

9
3

0
1

2
8

2
2

7
3

3
1

4
3

0
6

2
9

7
2

8
8

3
,3

4
5

1
便
平
均
乗
車
数

2
.3

4
1

.5
8

1
.6

0
1

.7
2

1
.6

6
1

.9
3

1
.9

6
1

.9
0

2
.0

1
2

.0
4

1
.9

0
2

.0
0

1
.8

9

乗
車
数

1
9

,0
7

7

1
便
平
均
乗
車
数

1
.5

4

H
2
5
年
度

(H
2
4
.1
0
～

H
2

5
.9

)

全
　
体

H
2
3
年
度

(H
2
2
.1
0
～

H
2

3
.9

)

H
2
4
年
度

(H
2
3
.1
0
～

H
2

4
.9

)

2
0
1
8
年
1
月

H
2
6
年
度

(H
2
5
.1
0
～

H
2

6
.9

)

H
2
7
年
度

(H
2
6
.1
0
～

H
2

7
.9

)

H
2
8
年
度

(H
2
7
.1
0
～

H
2

8
.9

)

H
2
9
年
度

(H
2
8
.1
0
～

H
2

9
.9

)

1
.4

5
 

1
.1

7
 

0
.9

9
 

0
.9

3
 

1
.0

7
 

0
.9

2
 

0
.7

1
 

0
.7

6
 

0
.6

1
 

0
.6

8
 

0
.7

3
 

0
.8

5
 

1
.1

3
 

1
.0

9
 

0
.9

3
 

0
.9

9
 

0
.9

0
 

0
.7

6
 

1
.0

9
 

1
.3

8
 

1
.3

3
 

1
.2

9
 

1
.3

2
 

1
.3

9
 

1
.9

4
 

1
.5

7
 

1
.4

9
 

1
.4

1
 

1
.2

5
 

1
.3

1
 

1
.3

7
 

1
.4

2
 

1
.5

0
 

1
.8

7
 

1
.3

6
 

1
.7

0
 

1
.8

1
 

2
.1

5
 

2
.0

3
 

1
.6

7
 

1
.6

2
 

1
.5

3
 

1
.7

3
 

1
.4

0
 

1
.8

3
 

1
.6

3
 

1
.5

1
 

1
.6

5
 

2
.3

4
 

1
.6

7
 

1
.7

4
 

1
.6

6
 

1
.7

7
 

1
.4

1
 

1
.7

1
 

1
.7

0
 

1
.9

7
 

1
.9

2
 

1
.7

9
 

2
.3

0
 

2
.0

9
 

2
.1

4
 

1
.5

3
 

1
.2

0
 

1
.7

1
 

1
.8

7
 

1
.5

7
 

1
.7

8
 

1
.6

2
 

2
.0

0
 

1
.8

7
 

1
.8

6
 

2
.3

4
 

1
.5

8
 

1
.6

0
 

1
.7

2
 

1
.6

6
 

1
.9

3
 

1
.9

6
 

1
.9

0
 

2
.0

1
 

2
.0

4
 

1
.9

0
 

2
.0

0
 

0

0
.51

1
.52

2
.5

1
0
月

1
1
月

1
2
月

1
月

2
月

3
月

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

平均乗車数

1
便
当
た
り
平
均
乗
車
数
の
推
移
（
同
月
対
比
）
／
循
環
バ
ス

H
2

2
年

1
0
月
～

H
2

3
年

9

月 H
2

3
年

1
0
月
～

H
2

4
年

9

月 H
2

4
年

1
0
月
～

H
2

5
年

9

月 H
2

5
年

1
0
月
～

H
2

6
年

9

月 H
2

6
年

1
0
月
～

H
2

7
年

9

月

densan1
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平
均
乗
車
数
の
推
移
（
同
月
対
比
）
／
高
津
原
の
り
あ
い
タ
ク
シ
ー
（
H
2
2
年
1
0
月
運
行
開
始
）

現
在

年
度

区
分

1
0
月

1
1
月

1
2
月

1
月

2
月

3
月

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

合
計

利
用
者
数

5
7

3
2

5
4

4
9

5
3

7
2

6
9

2
2

2
8

5
3

4
0

6
0

5
8

9

１
便
平
均
乗
車
数

0
.8

8
0

.5
3

0
.9

0
0

.8
2

0
.8

8
1

.0
3

1
.0

6
0

.4
0

0
.4

3
0

.8
2

0
.6

7
0

.9
2

0
.7

8

利
用
者
数

6
5

9
3

7
2

5
4

7
5

7
8

5
9

6
2

8
0

5
0

8
6

4
9

8
2

3

１
便
平
均
乗
車
数

0
.8

3
1

.2
9

0
.9

2
0

.7
5

1
.1

4
1

.0
0

0
.8

2
0

.8
6

1
.0

3
0

.6
4

1
.1

9
0

.6
8

0
.9

3

利
用
者
数

9
2

9
1

8
3

5
4

6
0

6
3

4
9

5
8

6
2

6
1

7
0

6
0

8
0

3

１
便
平
均
乗
車
数

1
.1

8
1

.2
6

1
.0

6
0

.7
5

0
.8

3
0

.8
1

0
.6

3
0

.8
1

0
.7

9
0

.7
8

0
.9

7
0

.8
3

0
.8

9

利
用
者
数

8
1

7
8

6
9

6
2

6
9

5
6

5
4

6
7

7
0

8
7

7
4

7
3

8
4

0

１
便
平
均
乗
車
数

0
.6

4
0

.7
2

0
.6

4
0

.5
7

0
.7

0
0

.4
8

0
.5

0
0

.6
2

0
.6

5
0

.6
9

0
.6

9
0

.6
8

0
.6

3

利
用
者
数

7
2

7
7

5
8

4
0

6
5

6
0

7
1

6
5

7
4

6
8

6
8

7
8

7
9

6

１
便
平
均
乗
車
数

0
.6

9
0

.7
4

0
.6

0
0

.4
2

0
.6

8
0

.6
3

0
.6

8
0

.6
8

0
.7

1
0

.6
5

0
.7

7
0

.8
1

0
.6

7

利
用
者
数

8
6

5
6

7
9

7
7

6
1

7
1

5
4

5
3

7
8

8
1

8
0

9
3

8
6

9

１
便
平
均
乗
車
数

0
.7

7
0

.6
4

0
.7

6
0

.8
0

0
.6

9
0

.6
3

0
.5

2
0

.6
0

0
.7

5
0

.7
8

0
.9

1
0

.9
7

0
.7

4

利
用
者
数

1
2

5
7

9
1

1
0

6
6

7
3

7
0

6
1

7
0

6
6

7
9

1
1

7
8

4
1

,0
0

0

１
便
平
均
乗
車
数

1
.2

0
0

.8
2

1
.0

6
0

.6
9

0
.8

3
0

.6
7

0
.6

4
0

.7
3

0
.6

3
0

.7
6

1
.1

3
0

.8
8

0
.8

4

利
用
者
数

5
,7

2
0

１
便
平
均
乗
車
数

0
.7

8
全
体

H
2
3
年
度

(H
2
2
.1
0
～

H
2

3
.9

)

H
2
4
年
度

(H
2
3
.1
0
～

H
2

4
.9

)

H
2
5
年
度

(H
2
4
.1
0
～

H
2

5
.9

)

2
0
1
8
年
1
月

H
2
6
年
度

(H
2
5
.1
0
～

H
2

6
.9

)

H
2
7
年
度

(H
2
6
.1
0
～

H
2

7
.9

)

H
2
8
年
度

(H
2
7
.1
0
～

H
2

8
.9

)

H
2
9
年
度

(H
2
8
.1
0
～

H
2

9
.9

)

0
.8

8
 

0
.5

3
 

0
.9

0
 

0
.8

2
 

0
.8

8
 

1
.0

3
 

1
.0

6
 

0
.4

0
 

0
.4

3
 

0
.8

2
 

0
.6

7
 

0
.9

2
 

0
.8

3
 

1
.2

9
 

0
.9

2
 

0
.7

5
 

1
.1

4
 

1
.0

0
 

0
.8

2
 

0
.8

6
 

1
.0

3
 

0
.6

4
 

1
.1

9
 

0
.6

8
 

1
.1

8
 

1
.2

6
 

1
.0

6
 

0
.7

5
 

0
.8

3
 

0
.8

1
 

0
.6

3
 

0
.8

1
 

0
.7

9
 

0
.7

8
 

0
.9

7
 

0
.8

3
 

0
.6

4
 

0
.7

2
 

0
.6

4
 

0
.5

7
 

0
.7

0
 

0
.4

8
 

0
.5

0
 

0
.6

2
 

0
.6

5
 

0
.6

9
 

0
.6

9
 

0
.6

8
 

0
.6

9
 

0
.7

4
 

0
.6

0
 

0
.4

2
 

0
.6

8
 

0
.6

3
 

0
.6

8
 

0
.6

8
 

0
.7

1
 

0
.6

5
 

0
.7

7
 

0
.8

1
 

0
.7

7

0
.6

4
 

0
.7

6
 

0
.8

0
 

0
.6

9
 

0
.6

3
 

0
.5

2
 

0
.6

0

0
.7

5
 

0
.7

8
 

0
.9

1
 

0
.9

7
 

1
.2

0
 

0
.8

2
 

1
.0

6
 

0
.6

9
 

0
.8

3
 

0
.6

7
 

0
.6

4
 

0
.7

3
 

0
.6

3
 

0
.7

6
 

1
.1

3
 

0
.8

8
 

0
.0

0

0
.2

0

0
.4

0

0
.6

0

0
.8

0

1
.0

0

1
.2

0

1
.4

0

1
0
月

1
1
月

1
2
月

1
月

2
月

3
月

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

平均乗車数

1
便
当
た
り
平
均
乗
車
数
の
推
移
（
同
月
対
比
）
／
の
り
あ
い
タ
ク
シ
ー

Ｈ
2

2
年

1
0
月
～
Ｈ

2
3
年

9
月

Ｈ
2

3
年

1
0
月
～
Ｈ

2
4
年

9
月

Ｈ
2

4
年

1
0
月
～
Ｈ

2
5
年

9
月

Ｈ
2

5
年

1
0
月
～
Ｈ

2
6
年

9
月

Ｈ
2

6
年

1
0
月
～
Ｈ

2
7
年

9
月

Ｈ
2

7
年

1
0
月
～
Ｈ

2
8
年

9
月

Ｈ
2

8
年

1
0
月
～

H
2

9
年

9
月
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市
内
循
環
バ
ス
の
運
賃
収
入
、
回
数
券
利
用
・
売
上
推
移

※
回
数
券
売
上
げ
内
訳

1
,0
0
0
券

5
5
6

冊
3
,0
0
0
券

9
2

冊

1
0
月

1
1
月

1
2
月

1
月

2
月

3
月

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

合
計

H
2
3
年
度

4
1
,3
9
0

3
4
,2
7
0

2
4
,3
0
0

2
2
,5
1
0

2
5
,8
5
0

2
4
,7
7
0

2
1
,6
0
0

2
0
,6
0
0

1
8
,9
0
0

2
0
,1
0
0

2
0
,1
0
0

2
0
,1
0
0

2
9
4
,4
9
0

3
3
,2
0
0

3
1
,2
0
0

2
7
,7
0
0

2
6
,9
0
0

2
5
,8
0
0

2
3
,8
0
0

3
0
,7
0
0

3
9
,4
0
0

4
0
,9
0
0

3
8
,0
0
0

4
1
,3
0
0

3
8
,3
0
0

3
9
7
,2
0
0

使
用
回
数
券

7
,7
0
0

7
,2
0
0

1
0
,0
0
0

7
,8
0
0

8
,2
0
0

7
,2
0
0

7
,8
0
0

8
,8
0
0

1
1
,2
0
0

7
,2
0
0

1
0
,6
0
0

1
0
,8
0
0

1
0
4
,5
0
0

回
数
券
利
用
率

2
3
.2
%

2
3
.1
%

3
6
.1
%

2
9
.0
%

3
1
.8
%

3
0
.3
%

2
5
.4
%

2
2
.3
%

2
7
.4
%

1
8
.9
%

2
5
.7
%

2
8
.2
%

2
6
.3
%

回
数
券
売
上

1
1
,0
0
0

9
,0
0
0

1
8
,0
0
0

5
,0
0
0

9
,0
0
0

2
,0
0
0

5
,0
0
0

8
,0
0
0

6
,0
0
0

7
,0
0
0

9
,0
0
0

8
,0
0
0

9
7
,0
0
0

3
9
,5
0
0

4
5
,1
0
0

4
2
,1
0
0

3
8
,3
0
0

3
3
,6
0
0

3
9
,1
0
0

4
0
,2
0
0

4
0
,7
0
0

4
4
,8
0
0

5
7
,9
0
0

4
2
,7
0
0

4
6
,5
0
0

5
1
0
,5
0
0

使
用
回
数
券

8
,7
0
0

1
1
,0
0
0

1
1
,1
0
0

1
3
,5
0
0

7
,4
0
0

9
,8
0
0

1
0
,8
0
0

7
,4
0
0

1
1
,7
0
0

1
8
,8
0
0

1
1
,4
0
0

1
4
,5
0
0

1
3
6
,1
0
0

回
数
券
利
用
率

2
2
.0
%

2
4
.4
%

2
6
.4
%

3
5
.2
%

2
2
.0
%

2
5
.1
%

2
6
.9
%

1
8
.2
%

2
6
.1
%

3
2
.5
%

2
6
.7
%

3
1
.2
%

2
6
.7
%

回
数
券
売
上

1
2
,0
0
0

1
3
,0
0
0

7
,0
0
0

8
,0
0
0

9
,0
0
0

8
,0
0
0

1
1
,0
0
0

7
,0
0
0

1
4
,0
0
0

1
5
,0
0
0

9
,0
0
0

1
2
,0
0
0

1
2
5
,0
0
0

5
6
,6
0
0

3
9
,1
0
0

5
7
,7
0
0

4
5
,5
0
0

4
4
,3
0
0

4
6
,9
0
0

5
1
,8
0
0

4
0
,4
0
0

5
5
,0
0
0

5
0
,9
0
0

4
6
,5
0
0

4
7
,6
0
0

5
8
2
,3
0
0

使
用
回
数
券

1
7
,2
0
0

1
2
,3
0
0

1
5
,8
0
0

1
6
,9
0
0

1
3
,9
0
0

1
7
,3
0
0

2
0
,2
0
0

1
3
,0
0
0

1
7
,2
0
0

2
0
,3
0
0

1
9
,7
0
0

1
9
,7
0
0

2
0
3
,5
0
0

回
数
券
利
用
率

3
0
.4
%

3
1
.5
%

2
7
.4
%

3
7
.1
%

3
1
.4
%

3
6
.9
%

3
9
.0
%

3
2
.2
%

3
1
.3
%

3
9
.9
%
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報告３ 市内循環バス・高津原のりあいタクシーの利用状況について 

 

●平成２９年度市内循環バスの運行状況について 

  １便あたりの乗車人数 １．８９人（前年対比＋０．１２人） 

 

●平成２９年度高津原のりあいタクシーの運行状況について 

  １便あたりの乗車人数 ０．８４人（前年対比＋０．１０人） 

 

●平成２９年１０月～平成３０年１月 市内循環バスの運行状況 １．６１人 

  10月 大人：２６２人、高校生以下：７６人 １便あたり乗車人数 ２．２５人 

   （内無料運行期間）１４５人（大人：７９人、高校生以下：６６人） 

  1１月 大人：１８０人、高校生以下： １人 １便あたり乗車人数 １．２６人 

  1２月 大人：２１２人、高校生以下： ７人 １便あたり乗車人数 １．４６人 

1月 大人：２０３人、高校生以下： ０人 １便あたり乗車人数 １．４７人 

  

●平成２９年１０月～平成３０年１月 高津原のりあいタクシーの運行状況  ０．９２人 

  10月 大人：１３６人、高校生以下： －人 １便あたり乗車人数 １．３１人 

   （内無料運行期間）７７人（大人：７７人、高校生以下： －人） 

  1１月 大人： ６４人、高校生以下： －人 １便あたり乗車人数 ０．６７人 

  1２月 大人： ８１人、高校生以下： －人 １便あたり乗車人数 ０．８４人 

1月 大人： ８３人、高校生以下： －人 １便あたり乗車人数 ０．８６人 

 

●平成２９年１０月～平成３０年１月 予約型のりあいタクシーの運行状況 

（北）３．３％ （能）１．０％ 

  10月 大人：１人（北：１人、能：０人）、高校生以下： －人 稼働率 １．０％ 

   （内無料運行期間）０人（大人： －人、高校生以下： －人） 

  1１月 大人：４人（北：２人、能：２人）、高校生以下： －人 稼働率 ４．２％ 

  1２月 大人：０人（北：０人、能：０人）、高校生以下： －人 稼働率 ０．０％ 

1月 大人：４人（北：４人、能：０人）、高校生以下： －人 稼働率 ３．４％ 

 

 

（参考：利用登録状況※1月３１日時点） 
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報告４ 高齢者・運転免許返納者・障がい者割引の実施について 

 

●高齢者・免許返納者・障がい者割引（11月 10日協議会にて承認済） 

  現 行） 

①乗車運賃  

・市内循環線 大人（２００円）、高校生以下（１００円）、未就学児（無料） 

・高津原線  大人（３００円）、高校生以下（１００円）、未就学児（無料） 

・北鹿島線  大人（３００円）、高校生以下（１００円）、未就学児（無料） 

 ・能古見線  大人（５００円）、高校生以下（２００円）、未就学児（無料） 

②乗継割引 市内循環バス⇔のりあいタクシーの乗継利用の場合１００円割引 

 

  割 引） 

①対 象 者 ・満７５歳以上の高齢者 

      ・免許返納者 

      ・障がい者（及び介護人※１名につき 1名まで） 

②確認方法 ・後期高齢医療被保険者証（現在草色、毎年変更） 

      ・運転経歴証明書 

      ・身体障がい者手帳（第１種及び第２種） 

・療育手帳（A及び B） 

・精神障がい者保健福祉手帳（１級～３級）※有効期限内に限る 

   ③割 引 額 1回１００円 

       ※市内循環バス及びのりあいタクシーの全線全路線対象 

④そ の 他 ・障がい者及び介護人の取扱いは祐徳バス㈱の取扱いに準じる。 

 ・組合せでの割引の併用はできない。 

          ※高齢者（免許返納者）で合計２００円割引とはならない。 

         ・乗継割引との併用は可能とする。 

（例）７５歳以上の高齢者が、循環バスから高津原のりあいタクシー

に乗り継いだ場合の運賃は、 

            ３００円 － １００円 － １００円 ＝ １００円 

           （通常運賃） （高齢者割引） （乗継割引） 

         ・運賃支払い時、基本的に上記を証する証書の提示を必要とする。 

         ・免許返納者と障がい者割引について、年齢制限は課さない。 

・平成３０年４月９日（月）から運用を開始する。 

・運賃収入の減収分については、乗継割引の補填と同様、協議会から

の委託費で補う。 

  

  （参考）現行、佐賀県バス・タクシー協会（㈲再耕庵タクシー）では、運転経歴証

明書を提示した場合、タクシー運賃 1割引を実施 
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協議１ 市内循環バスとＪＲ等との乗継割引の社会実験について 

 

●市内循環バスとＪＲ等との乗継割引の社会実験（案） 

通勤（通学）者を対象に定期券（乗車券・領収書等）を提示すれば通常運賃より１０

０円割引の制度を試験的に導入する。 

※ＪＲ及びバス路線（生活交通路線及び廃止代替バス路線）との乗継の場合、１００

円割引制度を期間限定で設ける。 

潜在的な利用者の調査等に資することを目的とし、市場試験調査との位置付けで、当

協議会が運行する路線の中でも以下の路線に限定して行う。 

 

  割引案） 

①対象路線：市内循環線 第１便（7：55鹿島バスセンター発） 

②対 象 者：ＪＲ又は他路線バスからの乗継利用者 

③確認方法：定期券又は領収書等の提示 

④割引運賃：通常の運賃から１００円引き 

       （割引後、大人１００円、高校生以下無料で乗車可能） 

⑤試験期間：平成３０年４月１日～平成３０年７月３０日（1学期期間中） 

⑥そ の 他：・運賃の減収分については、現在実施している乗継割引と同様、運賃補

填について行わず、委託費で支払うものとする。 

          ・期間終了前に車内にてアンケートを実施、今後の負担についていくら

なら利用するかなどといった項目を挙げて、今後の運賃設定等に活用

する。 
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協議２ 市内公共交通利用促進週間（無料乗車期間）の実施について 

 

●市内公共交通利用促進週間（無料乗車期間）の実施（案） 

 

例年１０月頃に、市内循環バス・のりあいタクシーの利用促進のため、運行事業者の

協力により期間を定めて無料運行を行っているが、今年度は２回実施することで、更

なる利用促進を図る予定しており、当初梅雨時期の６月に実施を予定していたが、４

月行う新たな運賃割引のＰＲも合わせ、利用促進のため次の通り行いたい。 

 

①無料運行期間  ４月２日（月）～４月７日（土） 

市内循環バス  ６日間（月～土） 

         高津原のりあいタクシー ３日間（火、木、土） 

         予約型のりあいタクシー（北鹿島線及び能古見線） 

３日間（月、水、金） 

②無料対象者  ・学生（小学・中学・高校生）※在学中 

・高齢者（満６５歳以上）※昭和 2８年（1953年）以前の生まれの方 

・障がい者（身体障がい者・療育・精神保健福祉手帳の交付を受

けている方）及び介護人※１名につき 1名まで 

・運転免許自主返納者 

 

③対象者の判定  基本学生証、保険証、障がい者手帳、運転経歴証明書等による要

件確認を行う。 

 

④期間中の運賃  ・対象者が利用する全便全路線について無料 

・今回４月に実施する無料乗車人数分の運賃については、協議会

（市）の負担とする。 

※ＪＲ等の乗継割引対象者（通学高校生等）は 100円割り引

いた運賃を協議会で負担（高校生以下０円、大人 100円） 

（参考）１０月実施の運賃補填については各運行事業者負担 
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協議３ 鹿島市待合室等改修整備事業費補助金について 

 

●鹿島市待合室等改修整備事業費補助金（案） 

 

区や事業者などが整備する路線バス、市内循環バス及びのりあいタクシーのバス待合所

のためにかかる費用の一部を補助し、市内の待合室等の高質化を図る。 

 

①対象となる事業   市内のバス待合所の新設又は更新に係る事業 

（事業費が１万円以下のものを除く。） 

②対象となる経費   事業に直接要した経費 

※土地の取得又は賃借に係る経費を除く。 

②補助率      交付対象経費の１／２以内 

（結節拠点のバス停や１日の利用者数が３０人以上などの場合、

交付対象経費の２／３以内） 

③募集件数     予算（５０万円）の範囲内 

※バス待合所１箇所につき補助金の上限は５０万円 

※応募多数の場合は選考（協議会にて審査） 

④募集期間     平成３０年４月２日（月）から５月１８日（金）まで 

⑤そ の 他     ・補助金要綱は次頁のとおり。 

・６月開催予定の協議会にて審査を行い、交付決定を行う。 
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鹿島市待合室等改修整備事業費補助金要綱  

 

 

(趣旨 ) 

第１条  この要綱は、便利で快適なバスの待合環境の整備に係る公共交

通事業者や地域自治会等の主体的な取組を支援し、もってバスの待合

環境の向上ならびにバス交通の利用促進及び活性化を図るため、予算

の範囲内で鹿島市待合室等改修整備事業費補助金（以下「補助金」と

いう。）を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。  

(定義 ) 

第２条  この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ

当該各号に定めるところによる。  

⑴  路線バス事業者  道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第３条

第１号イの一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者をいう。  

⑵  バス待合所  路線バス事業者が運行するバスの路線の停留所にお

ける公衆用の待合施設であって、待合室（トイレを含む。）、上屋、

ベンチ等の施設をいう。  

(補助対象事業等 ) 

第３条  補助金の交付の対象となる事業、経費、補助率及び補助金の上

限は、それぞれ次のとおりとする。  

補助金の交付の対象となる

事業  

バス待合所の新設又は更新に係る事業

（事業費が１万円以下のものを除く。）  

補助金の交付の対象となる

経費  

事業に直接要した経費（土地の取得又は

賃借に係る経費を除く。）  

補助率  

補助金の交付の対象となる経費の１／２

以内〔補助金の交付の対象となる経費の

２／３以内〕  

補助金の上限  ５０万円  

２  〔  〕内は、整備するバス待合所が、次のいずれかに該当する場合と

する。  

⑴  異なるバス路線の相互乗換え（結節）拠点と認められる場合  

⑵  １日の利用者数が３０人以上の場合  
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⑶  会長が特に必要と認める場合  

（補助対象者）  

第４条  補助対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。  

⑴  路線バス事業者  

⑵  地域自治会  

⑶  その他会長が適当と認める者  

（交付の申請）  

第５条  補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、

補助の対象となる事業の開始前に、鹿島市待合室等改修整備事業費補

助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、会長に提

出しなければならない。  

⑴  事業計画書  

⑵  収支予算書  

⑶  現況写真  

⑷  その他会長が必要と認める書類  

（交付の決定）  

第６条  会長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査

し、適当と認めたときは、鹿島市待合室等改修整備事業費補助金交付

決定通知書（様式第２号）により申請者に通知するものとする。  

（補助事業の変更等）  

第７条  申請者は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとすると

きは、速やかに次の手続をしなければならない。  

⑴  第５条に規定する書類の内容又は記載した事項を変更しようとす   

るときは、あらかじめ鹿島市待合室等改修整備事業費補助金変更交

付申請書（様式第３号）を会長に提出し、その承認を受けること（会

長が認める軽微な変更の場合を除く。）。  

 ⑵  補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ補

助事業中止（廃止）申請書（様式第４号）を会長に提出し、その承

認を受けること。  

 ⑶  補助事業が予定の期限内に完了しないとき、又はその遂行が困難

になったときは、会長に報告してその指示を受けること。  

２  前項第１号及び第２号の場合においては、第６条の規定を準用する。 
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（実績報告）  

第８条  申請者は、補助事業が完了したとき（廃止の承認を受けたときを

含む。）は、その完了の日から起算して２０日以内に鹿島市待合室等改

修整備事業費補助金実績報告書（様式第５号）に次に掲げる書類を添

えて、会長に提出しなければならない。  

⑴  収支決算書  

⑵  工事完成写真  

⑶  工事代金の支払が確認できる書面（領収書等）  

⑷  その他会長が必要と認める書類  

 （補助金の額の確定等）  

第９条  会長は、前条の規定により補助事業の実績報告を受けた場合は、

交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうか

を審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、

鹿島市待合室等改修整備事業費補助金確定通知書（様式第６号）によ

り申請者に通知するものとする。  

 （補助金の交付）  

第１０条  会長は、補助事業が完了したと認められる場合に補助金を交

付するものとする。ただし、事業の完了前に交付することが適当と認

められる場合は、その全部又は一部を概算払で交付することができる。 

２  申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、鹿島市待合室等

改修整備事業費補助金概算払請求書（様式第７号）又は鹿島市待合室

等改修整備事業費補助金精算払請求書（様式第８号）を会長に提出す

るものとする。  

３  会長は、第１項ただし書の規定により補助金を概算払で交付した場

合において、概算払交付額が前条の規定により確定した補助金額を超

えたときは、その差額の返還を命じることができる。  

（その他）  

第１１条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。 

 

附  則  

 この要綱は、公布の日から施行する。  
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様式第１号（第５条関係）  

年   月   日  

 

鹿島市地域公共交通活性化協議会会長  様  

 

申請者  所在地             

名  称            

代表者氏名         ㊞  

               
  年度鹿島市待合室等改修整備事業費補助金交付申請書  

                
 

年度において、次のとおり補助事業を実施したいので、補助金を交付

されるよう鹿島市待合室等改修整備事業費補助金交付要綱第５条の規定により

関係書類を添えて、申請します。  

 

１  補助申請額                     円  

２  停留所名   

３  事業の内容   

４  
着手・完了  

予定年月日  

着手日     年    月    日  

完了日     年    月    日  

５  添付書類  

⑴  事業計画書  

⑵  収支予算書  

⑶  現況写真  

⑷  その他会長が必要と認める書類  

６  その他   
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参考様式（第５条関係）  

収  支  予  算  書  

 

１  収入の部  

区分  予算額  摘要  

           

円  

 

   

   

   

２  支出の部  

区分  予算額  摘要  

           

円  
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様式第２号（第６条関係）  

年   月   日  

 

            様  

 

鹿島市地域公共交通活性化協議会会長  

               

               

年度鹿島市待合室等改修整備事業費補助金交付決定通知書  
                

 

年   月   日付で申請のあった補助金の交付については、次のとお

り決定したので、鹿島市待合室等改修整備事業費補助金交付要綱第６条の規定

により通知します。  

１  停留所名   

２  補助金の交付予定額                   円  

３  交付条件  

⑴  事業完了後、すみやかに実績報告書 (様式第

５号 )を提出すること。  

⑵  事業計画の変更 (会長が認める軽微な変更を

除く。 )する場合においては、会長の承認を受

けること。  

⑶  事業を中止し、又は廃止する場合において

は、会長の承認を受けること。  

⑷  交付決定に対して不服がある場合、申請の取

下げをすることができる期間は、交付決定通知

書受領の日から１４日以内とする。  

⑸  その他、鹿島市待合室等改修整備事業費補助

金交付要綱の定めを守ること。  
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様式第３号（第７条関係）  

年   月   日  

 

鹿島市地域公共交通活性化協議会会長  様  

 

申請者  所在地             

名  称            

代表者氏名         ㊞  

                             

年度鹿島市待合室等改修整備事業費補助金変更交付申請書  
                

 

年   月   日付で補助金の交付決定を受けた補助事業について、次

のとおりその内容等を変更したいので、鹿島市待合室等改修整備事業費補助金

交付要綱第７条第１項第１号の規定により関係書類を添えて、申請します。  

 

１  停留所名   

２  
変更した事業  

の内容  
 

３  
変更後の着手・  

完了予定年月日  

着手日    年    月    日  

完了日    年    月    日  

４  添付書類  

⑴  変更事業計画書  

⑵  変更後の収支予算書  

⑶  現況写真  

⑷  その他市長が必要と認める書類  

５  備考   
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様式第４号（第７条関係）  

年   月   日  

 

鹿島市地域公共交通活性化協議会会長  様  

 

申請者  所在地             

名  称            

代表者氏名         ㊞  

                             

年度鹿島市待合室等改修整備事業中止（廃止）申請書  
                

 

次のとおり補助事業を中止（廃止）したいので、鹿島市待合室等改修整備事

業費補助金交付要綱第７条第１項第２号の規定により申請します。  

 

１  停留所名   

２  交付決定年月日  年    月    日  

３  
中止（廃止）の  

理由  

    

 

４  
中止（廃止）  

年月日  
     年    月    日  

５  備考   

densan1
テキスト ボックス
-20-



様式第５号（第９条関係）  

年   月   日  

 

鹿島市地域公共交通活性化協議会会長  様  

 

申請者  所在地             

名  称            

代表者氏名         ㊞  

                             

年度鹿島市待合室等改修整備事業費補助金事業実績報告書  
                

 

年   月   日付で補助金の交付決定を受けた補助事業について、次の

とおり鹿島市待合室等改修整備事業費補助金交付要綱第９条の規定により関係

書類を添えて、実績報告をします。  

 

１  補助金の額   

２  停留所名   

３  交付決定年月日  年    月    日  

４  
着手・完了  

年月日  

着手日      年    月    日  

完了日      年    月    日  

５  添付書類  

⑴  収支決算書  

⑵  工事完成写真  

⑶  工事代金の支払が確認できる書面（領収書等） 

⑷  その他会長が必要と認める書類  

６  備考   
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参考様式（第９条関係）  

収  支  決  算  書  

 

１  収入の部  

区分  予算額  決算額  差引増減額  摘要  

 円  円       

円  

 

     

     

     

２  支出の部  

区分  予算額  決算額  差引増減額  摘要  

 円  円       

円  
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様式第６号（第９条関係）  

  年   月   日  

 

            様  

 

鹿島市地域公共交通活性化協議会会長  

 

 

年度鹿島市待合室等改修整備事業費補助金確定通知書  

 

 

年   月   日付で実績報告のあった標記補助金については、鹿島

市待合室等改修整備事業費補助金交付要綱の規定により下記のとおり補助金

の額を確定したので通知します。  

 

記  

 

１  停 留 所 名   

２  交 付 確 定 額   

３  条 件 事 項  

⑴  概算払により既に交付を受けた額が、交付確定額を

超えるときは、その差額を返還しなければならない。 

⑵  その他、鹿島市待合室等改修整備事業費補助金交付

要綱の定めを守ること。  
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様式第７号（第１０条関係）  

  年   月   日  

鹿島市地域公共交通活性化協議会会長  様  

 

申請者  所在地             

名  称            

代表者氏名         ㊞  

 

年度鹿島市待合室等改修整備事業費補助金概算払請求書  

 

年   月   日付で交付決定の通知があった鹿島市待合室等改修

整備事業費補助金のうち、下記金額を交付されるよう鹿島市待合室等改修整備

事業費補助金交付要綱の規定により請求します。  

記  

 

１  停 留 所 名   

２  概 算 払 請 求 額  

 

（算出基礎）交付決定額  （          ）  

交 付 済 額 （          ）  

今回請求額  （          ）  

残    額  （          ）  

３  振 込 先  

金 融 機 関   
     本店  

支店  

預 金 種 別  １．普通      ２．当座    

口 座 番 号   

フ リ ガ ナ   

口 座 名 義   

※通帳の見返しを添付すること  
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様式第８号（第１０条関係）  

  年   月   日  

鹿島市地域公共交通活性化協議会会長  様  

 

申請者  所在地             

名  称            

代表者氏名         ㊞  

 

年度鹿島市待合室等改修整備事業費補助金精算払請求書  

 

年   月   日付で確定通知があった鹿島市待合室等改修整備事

業費補助金として、下記金額を交付されるよう鹿島市待合室等改修整備事業費

補助金交付要綱の規定により請求します。  

記  

 

１  停 留 所 名   

２  精 算 払 請 求 額  

 

（算出基礎）確  定  額  （          ）  

交 付 済 額 （          ）  

今回請求額  （          ）  

       

３  振 込 先  

金 融 機 関   
     本店  

支店  

預 金 種 別  １．普通      ２．当座    

口 座 番 号   

フ リ ガ ナ   

口 座 名 義   

※通帳の見返しを添付すること  
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鹿島市訓令甲第２４号  

 

 

鹿島市地域公共交通会議設置要綱  

 

 

(設置 ) 

第１条  道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）の規定に基づき、地

域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保

その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの

実現に必要となる事項を協議するため、鹿島市地域公共交通会議（以

下「交通会議」という。）を設置する。  

(協議事項 ) 

第２条  交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。  

⑴  地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等

に関する事項  

⑵  市運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項  

⑶  交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項  

⑷  交通ネットワーク計画に関する事項  

(交通会議の構成員 ) 

第３条  交通会議の構成員（以下「委員」という。）は、市長のほか次に

掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命した者をもって充てる。  

⑴  市長が指名する市の職員  

⑵  一般乗合旅客自動車運送事業者の代表者  

⑶  一般貸切（乗用）旅客自動車運送事業者の代表者  

⑷  社団法人佐賀県バス・タクシー協会の代表者  

⑸  鹿島市区長会の代表者  

⑹  住民又は利用者の代表者  

⑺  一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者の代表者  

⑻  九州運輸局佐賀運輸支局の職員  

⑼  佐賀県の担当課の職員  

⑽  佐賀県鹿島土木事務所の職員  
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⑾  鹿島警察署の職員  

⑿  前各号に掲げる者のほか市長が必要と認めた者  

 (委員の任期 )  

第４条  委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、委員が前

条各号の職を離職その他のやむを得ない事由により辞任した場合にお

ける後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。  

 (会長及び副会長 ) 

第５条  交通会議に会長及び副会長を置く。  

２  会長は、市長又はその指名する者とする。  

３  副会長は、委員の互選によりこれを定める。  

４  会長は、会務を総理し、交通会議を代表する。  

５  副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けた

ときは、その職務を代理する。  

(会議 ) 

第６条  交通会議は、会長が招集し、その議長となる。  

２  交通会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

３  交通会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、

議長の決するところによる。  

４  交通会議が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明

及び意見を聴くこと又は資料の提供を求めることができる。  

５  交通会議は、原則として公開とする。  

６  委員が会議を欠席する場合、その代理の者が交通会議に出席できる

ものとし、その代理の者の出席をもって委員の出席とみなす。  

(協議結果の取扱い ) 

第７条  交通会議において、協議が調った事項については、関係者はそ

の結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。  

 (事務局 ) 

第８条  交通会議の運営を円滑に行うため、交通会議に事務局を置く。  

２  交通会議の業務は、鹿島市企画財政課において処理する。  

３  事務局に事務局長及び事務局員を置く。  

４  事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。  

 (その他 ) 
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第９条  この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な

事項は、会長が交通会議に諮り定める。  

 

附  則  

この要綱は、平成２０年５月１日から施行する。  

附  則 (平成２４年訓令甲第３３号 ) 

この要綱は、公布の日から施行する。  

附  則 (平成２４年訓令甲第１０号 ) 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。  
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鹿島市地域公共交通活性化協議会規約  
 
 
（設置）  

第１条  地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成１９年法律
第５９号。以下「法」という。）第６条第１項の規定に基づき、地域
公共交通網形成計画（以下「形成計画」という。）の作成に関する協
議及び形成計画の実施に係る連絡調整を行うため、鹿島市地域公共交
通活性化協議会（以下「協議会」という。）を設置する。  

 （事務所）  
第２条  協議会の事務所は、鹿島市役所内に置く。  
 （事業）  
第３条  協議会は、次に掲げる業務を行う。  
（１）形成計画の策定及び変更の協議に関すること。  
（２）形成計画の実施に係る連絡調整に関すること。  
（３）形成計画に位置づけられた事業の実施に関すること。  
（４）前各号に掲げるもののほか、協議会の目的を達成するために必要
なこと。  

 （組織）  
第４条  協議会は、別表に掲げる者及び団体等を代表する者をもって組
織する。  
（役員の定数及び選任）  

第５条  協議会に、次の役員を置く。  
（１）会  長  １名  
（２）副会長  １名  
（３）監  事  ２名  
２  会長は、鹿島市長をもって充てる。  
３  副会長及び監事は、委員の中から互選によりこれを定める。  
４  会長、副会長及び監事は、相互に兼ねることはできない。  
（役員の職務）  

第６条  会長は、会務を総理し、協議会を代表する。  
２  副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、
その職務を代理する。  

３  監事は、協議会の会計を監査する。  
（委員の任期）  

第７条  委員の任期は、２年とする。ただし、再任は妨げない。  
２  補欠又は増員による任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。  
（会議）  

第８条  協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集する。  
２  会議の議長は、委員の中から互選によりこれを定める。  
３  会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。  
４  会議の議決の方法は、会議に出席した委員の過半数で決めるものと
し、可否同数のときは議長の決するところによる。  

５  会議は、原則として公開する。  
６  協議会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明及
び意見を聴くこと又は資料の提供を求めることができる。  

７  委員は、会議を欠席する時は、代理の者を出席させることができる
こととし、あらかじめ会長に代理の者の氏名等を報告することにより、
その代理の者の出席をもって当該委員の出席とみなす。  

８  前各号に掲げるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長
が別に定める。  
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（協議結果の尊重義務）  
第９条  会議において協議が整った事項について、協議会の委員はその
協議結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。  
（分科会の設置）  

第１０条  協議会は、第３条の各号に定める事項について、協議又は調
整をするため、必要に応じ分科会を設置することができる。  

２  分科会は、第４条に定める委員その他協議会が必要と認める者で組
織する。  
（事務局）  

第１１条  協議会の業務を処理するため、協議会に事務局を置く。  
２  事務局は、鹿島市総務部企画財政課に置く。  
３  事務局に事務局長、事務局員を置き、会長が定めた者を充てる。  
４  事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。  
（経費）  

第１２条  協議会の運営に要する経費は、負担金、補助金及びその他の
収入をもって充てる。  
（財務に関する事項）  

第１３条  協議会の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項
は、会長が別に定める。  
（協議会が解散した場合の措置）  

第１４条  協議会が解散した場合には、協議会の収支は、解散した日を
もって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。  
（委任）  

第１５条  この規約に定めるもののほか、協議会の事務の運営上必要な
事項は、会長が別に定める。  

 
附  則  

 （施行期日）  
１  この規約は、平成２１年３月６日から施行する。  
 （経過措置）  
２  この規約の規定により、最初の委員となった者の任期は、第７条第
１項の規定にかかわらず、平成２２年３月３１日までとする。  

附  則  
 （施行期日）  

１  この規約は、平成２５年４月１日から施行する。  
附  則  

 （施行期日）  

１  この規約は、平成２８年４月１日から施行する。  
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別表（第４条関係）  

区   分  委   員  

法第６条第２項第１号  鹿島市長  

法第６条第２項第２号  公共交通事業者  

 社団法人佐賀県バス・タクシー協会  

 佐賀県杵藤土木事務所  

 鹿島市  

法第６条第２項第３号  鹿島警察署  

 住民利用者  

 学識経験者  

 商工会議所  

 公共交通事業の運転手  
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